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熊本県告示第４５２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年５月７日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び事業所の所在地 事業者名 指定年月日 

ケアリングあゆみ居宅介護支援事

業所 

水俣市袋３６５番地１ 

ケアリングあゆみ合同会

社 

平成２１年５月１日  

 
 
熊本県告示第４５３号 
  国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条第３項の規定により阿蘇市及び美里町
が実施する地籍調査事業を国土調査として指定したので、同条第５項の規定により公示す
る。 
  平成２１年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

調査を行う 

者の名称 

調  査  地  域 調  査   期  間 指  定 年  月  日 

阿蘇市 大字宮地の一部        

                        

平成２１年４月２７日から

平成２２年３月３１日まで

平成２１年４月２７日 

美里町     

           

三加の一部              

                        

平成２１年４月２７日から

平成２２年３月３１日まで

平成２１年４月２７日 

 
 
熊本県告示第４５４号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年５月７日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 

第１１８０３号 

平成 21 年 5 月 7 日(木)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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  平成２１年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間

 

前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  4.8 

  ～ 

 24.3  

 

 235.0 

  

主要地方道 小川泉線 八代市泉町柿迫字佐別當 

    ４３１５番１地先から 

同所 

    ４３１８番地先まで  

後

  5.8 

  ～ 

 42.0  

 

 235.0 

緊道整

Ｂ防災

（法面

保護工）

 

前

  4.3 

  ～ 

 10.2 

 

  80.0 

一般県道 小鶴原女

木線 

八代市坂本町深水い字松ノ平 

  ３８７番５地先から 

同町西部は字松ノ平 

  １０番１地先まで  

後

 20.9 

  ～ 

 28.5  

 

  80.0 

単防災

（自） 

（法面

保護工）

 

前

  3.3 

  ～ 

  8.5 

 

  82.0 

一般県道 田上日奈

久線 

八代市日奈久塩南町字宇土ノ 

口甲 

  １５３番１地先から 

同所 

  １５２番１地先まで 

 

後

  5.5 

  ～ 

 19.5 

 

  82.0 

単防災

（自） 

（法面

保護工）

 

前

  3.8 

  ～ 

  7.3 

 

 147.0 

一般県道 樅木河合

場線 

八代市泉町柿迫字肥後平 

  ５９３５番地先から 

同所 

  ５９３０番１地先まで  

後

 22.7 

  ～ 

 31.4 

 

 147.0 

緊道整

Ｂ防災

（法面

保護工）

２ 区域を変更する期日 平成２１年５月７日 
 

 
熊本県告示第４５５号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年５月７日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２１年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延  長 

(メートル) 

備 考

一般県道 御船甲佐線 上益城郡御船町大字滝川字西原 

          ２０００番４地先から 

同所 

          ２０００番５地先まで 

   71.5 やさ道

交１地 

２ 供用を開始する期日 平成２１年５月７日 
 

 
熊本県告示第４５６号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年５月７日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２１年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  7.2 

  ～ 

 14.5  

 

 281.4 

  

主要地方道 高森波野

線 

阿蘇郡高森町大字河原字塩井

平 

    １００４番地先から 

同町大字河原字北園 

    ８２２番１地先まで 

 

後

  9.3 

  ～ 

 28.0  

 

 276.6 

単道改 

  4.8 

  ～ 

 30.0 

 

 707.7 

 

 

前

  7.5 

  ～ 

 35.0 

 

 880.8 

一般県道 稲生野甲

佐線 

上益城郡山都町大字金内字古

園 

  １５１２番１地先から 

同町大字金内字早稲田 

  １９１番１地先まで 

 

後

  7.5 

  ～ 

 35.0 

 

 880.8 

旧道移

管 

２ 区域を変更する期日 平成２１年５月７日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第２４２号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。               
    平成２１年５月７日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 菊池市袈裟尾５２６番地５       
２ 築造者の氏名 江里口和男                  
３ 道路の位置 菊池市袈裟尾字東村上５２６番１、同５２６番６及び同５２７番３ 
４ 道路の幅員 ４．００メートル 
５ 道路の延長 ３４．８５メートル 
６ 指定年月日 平成２１年４月２２日 
７ 指定番号 菊池景建第１２号 

 
 
熊本県公告第２４３号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営大
津北部地区土地改良事業（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理）の計画を変更した
ので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良
事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１
５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類の名称 
  変更後の県営大津北部地区土地改良事業（農業用用排水施設、農業用道路、区画整理） 
 計画書の写し 
２ 縦覧期間 
  平成２１年５月８日から平成２１年６月４日まで 
３ 縦覧場所 
    菊池市役所 
    大津町役場 

 
 
熊本県公告第２４４号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年５月７日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    

 公  告 
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１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  菊池郡菊陽町大字久保田字大堀木２６７７番２の一部、同２６７８番４、同２６７９

番２、同２６８０番５、同２６８０番６、同字中原２９８３番の一部、同２９８７番の
一部及び里道の一部 

２，３４６．２２平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 

菊池郡菊陽町大字久保田２９８４番地 
医療法人社団熊本清仁会 

 
 
熊本県公告第２４５号 
 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定に基づき、次の肥料の
登録有効期間を更新したので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
   平成２１年５月７日 
                                  熊本県知事  蒲 島 郁 夫 

 登録番号 肥料の 

種  類 

肥料の 

名  称 

保証成分量 

  （％） 

 その他の 

  規格 

生産業者の氏名 

又は名称及び住

所 

有効期限 

 熊本県肥 

 第１４０ 

 ７号 

混合石

灰肥料 

ラブラ

イム 

アルカリ分

：４０．０ 

可溶性苦土 

：１１．０ 

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、公定規 

格のとおり。 

多木物産株式会

社 

兵庫県加古川市

別府町緑町二番

地 

平成２７

年５月１

１日 

 

 熊本県肥 

 第１４０ 

 ８号 

混合石

灰肥料 

 

 

 

粒状ヒ

ューラ

イム 

 

 

アルカリ分

：５２．０ 

可溶性苦土 

：１０．０ 

 

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、公定規 

格のとおり。 

多木物産株式会

社 

兵庫県加古川市

別府町緑町二番

地 

平成２７

年５月１

１日 

 熊本県肥 

 第１３４ 

 ７号 

 

 

混合石

灰肥料 

 

 

 

ヒュー

マグ１

０粒 

 

 

アルカリ分

：５３．０ 

可溶性苦土 

：１０．０ 

 

含有を許され

る有害成分の

最大量及びそ

の他の制限事

項は、公定規 

格のとおり。 

有限会社谷脇石

灰工業所 

熊本県宇城市松

橋町曲野３３０

４－５ 

平成２７

年５月９

日 

 

 

 熊本県肥 

 第１２６ 

 ９号 

炭酸カ

ルシウ

ム肥料 

粒状炭

酸苦土

石灰 

アルカリ分

：５５．０ 

可溶性苦土 

：１０．０ 

その他の制限

事項は、公定 

規格のとおり。

有限会社谷脇石

灰工業所 

熊本県宇城市松

橋町曲野３３０

４－５ 

平成２７

年５月２

４日 

 

 
 
熊本県公告第２４６号 
 城南町に事務所を置く杉上土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の届出が
あったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公
告する。 
  平成２１年５月７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    

 役職名     氏   名    住  所 

 退任 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

    

 緒方 寛 

  中澤 信雄   

  安藤 至 

  中野 昭信 

  南部 吉勝 

 

 下益城郡城南町築地８５６番地  

  下益城郡城南町坂野６５６番地 

  下益城郡城南町坂野１１９４番地の１ 

  下益城郡城南町今吉野６１０番地 

  下益城郡城南町今吉野４６３番地の２ 
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   理事   田中 幹生   下益城郡城南町千町１１５１番地 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

 就任 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   理事 

   監事 

   監事 

  東家 真治郎 

  荒木 保博 

  丹部 有慶 

  大橋 紘一 

  松永 信一 

  藤野 恵 

  久我 義春 

  陣  榮一 

   

  川口 忠孝 

  大石 行登 

  高濱 勝也 

  倉岡 三嘉 

  南部 吉勝 

 坂井 健一  

  東矢 重秋 

  鋤野 一隆 

  陣  榮一 

  土持 敏男 

  亀井 和也 

  中野 文成 

  松本 隆博 

  鈴木 敬一 

  下益城郡城南町千町２２１９番地 

  下益城郡城南町永１４８８番地 

  下益城郡城南町丹生宮５３０番地 

  下益城郡城南町高４５３番地 

  下益城郡城南町赤見３７０番地の１２ 

  下益城郡城南町碇１２９６番地 

  下益城郡城南町今吉野７４６番地 

  下益城郡城南町丹生宮８７７番地の５ 

   

  下益城郡城南町築地８４３番地 

  下益城郡城南町坂野７００番地 

  下益城郡城南町坂野２０６７番地 

 下益城郡城南町今吉野７７７番地 

 下益城郡城南町今吉野４６３番地の２ 

 下益城郡城南町千町１１８０番地 

  下益城郡城南町千町２０２６番地の１ 

  下益城郡城南町永１２６９番地 

  下益城郡城南町丹生宮８７７番地の５ 

  下益城郡城南町高２６７番地 

  下益城郡城南町赤見１４２３番地 

  下益城郡城南町碇８７８番地の３ 

  下益城郡城南町坂野４３０番地の１ 

  下益城郡城南町永１４２２番地 
 
 
 
 
 
熊本県公共事業再評価監視委員会公告第１号 

平成２１年度第１回熊本県公共事業再評価監視委員会を次のとおり開催する。 
なお、当該委員会の傍聴手続は、次のとおり。 

  平成２１年５月７日 
                      熊本県公共事業再評価監視委員会    
１ 開催日時 
  平成２１年５月２２日（金） 
  １４時００分から１７時００分まで 
２ 開催場所 
   熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁行政棟本館 ５階 審議会室 
３ 議題 
 （１） 事業施策等の説明 
 （２） 平成２１年度熊本県公共事業再評価対象事業について 
 （３） 平成２１年度熊本県公共事業再評価監視委員会のスケジュールについて 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、委員会の開催予定時刻までに、当該委員会の会場において、委 
    員会の委員長の許可を得た上で、委員会の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県公共事業再評価監視委員会事務局（熊本県土木部土木技術管理室） 
  電話096-333-2490 

 
 
天草不知火海区漁業調整委員会指示第１３７号 
 ガザミ資源保護のため、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に
基づき、次のとおり指示する。 
  平成２１年５月７日 
                         天草不知火海区漁業調整委員会会長 板 﨑  清    

 登載依頼 
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１  指示の内容 
   天草有明海の共同漁業権漁場内においては６月１日から６月１５日までの間、不知火 
 海の熊本県海域においては６月１日から６月３０日までの間、たも網及びすくい網によ 
 りガザミを採捕してはならない。 
２  指示の有効期間 
  平成２１年５月７日から平成２２年５月６日までとする。 

 
 
熊本県肝炎対策協議会公告第１号 
 熊本県肝炎対策協議会を、次のとおり開催する。 
 なお、当該協議会の傍聴手続は、次のとおり。 
    平成２１年５月７日 
                                        熊本県肝炎対策協議会 
                        健康福祉部長 森 枝 敏 郎   
１ 開催日時 
  平成２１年５月１３日（水） 
  午後７時から午後８時３０分まで 
２  開催場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号  
    熊本県庁行政棟新館２階  多目的ＡＶ会議室 
３ 議題 
 （１） 熊本県における肝炎対策の取組状況及び課題について 
 （２） 平成２０年度の取組状況について 
 （３） 平成２１年度の取組予定について 
４ 傍聴者の定員   
    １０人 
５ 傍聴手続 
 （１） 傍聴希望者は、協議会の開催予定時刻までに、当該協議会の会場において、協議 
   会の許可を得た上で、協議会の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
 （３） 会議中、公開になじまない事項を審議する必要が生じた場合は、協議会を途中で 
   非公開とする場合がある。 
６  問い合わせ先  
   熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県健康福祉部健康危機管理課感染症対策班 
   （電話０９６－３３３－２７８３） 
 


